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新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）への対応の徹底について 

 

 今般の新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）については、８月の厚生労働大臣による本

格的な流行宣言以降、現在に至るまで感染者が増えつづけております。 

 １０月１日に政府の「新型インフルエンザ対策本部（本部長：鳩山内閣総理大臣）」が

開催され、「基本的対処方針の改定とワクチン接種の基本方針」の策定が行われました。

経済産業省としては、これを受け、１０月２日に「第４回経済産業省新型インフルエンザ

対策本部」を開催し、新たな対処方針を決定したところです。 

 つきましては、今般決定した「経済産業省の当面の対処方針」（別添１）及び「基本的

対処方針の改定とワクチン接種の基本方針」（別添２）を送付申し上げます。これらの方

針の趣旨をご理解の上、適切にご対応いただきますようお願い申し上げます。貴団体傘下

の各事業者の皆様に対しても周知を頂ければ幸いです。 

 

（御参考） 

 ・政府の新型インフルエンザへの対応（官邸のホームページ） 

   URL：http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/index.html 

 ・経済産業省の新型インフルエンザへの対応について 

      URL：http://www.meti.go.jp/topic/data/e90401aj.html 

 ・厚生労働省の新型インフルエンザ関連のホームページ 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html 

http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/index.html
http://www.meti.go.jp/topic/data/e90401aj.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
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経済産業省の当面の対処方針 

 

平成21年10月2日 

経済産業省新型インフルエンザ対策本部 

 

本年発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)については、既に本

格的な流行期に入っている。8月15日には、国内初の新型インフ

ルエンザ確定患者の死亡が確認された。今後、国内で感染者数が

大幅に増大するにつれて、さらに重症例、死亡例が発生する事態

に備え、経済産業省として以下の対策を迅速かつ的確に実施する。 

 

１．ライフライン・生活必需品に係る対応 

エネルギー等や生活必需品の安定供給、原子力の安全、ライ

フライン関係施設の保安確保に支障が出ないよう、社会機能の

維持に関わる事業者等に対して、事業継続計画の策定に向けた

指導等を行う。 

 

２．中小・小規模企業への支援 

中小・小規模企業への「新型インフルエンザ対策に関する相

談窓口」の運営、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫等に



よる金融支援対策相談窓口の運営、セーフティネット貸付等の

支援策を実施する。 

 

３．産業界等に対する注意喚起等 

関係事業者団体・独立行政法人・政府系金融機関等に対して、

政府の新型インフルエンザ対策本部の基本的対処方針等を踏ま

えた対策を講ずるよう注意喚起等を行う。 

また、新型インフルエンザの流行の状況等に対応し、産業に

及ぼす影響を調査する体制を維持し、適切に対処する。 

 

４．経済産業省新型インフルエンザ業務継続計画の策定 

新型インフルエンザの発生時等においても経済産業政策を

着実に遂行すべく、策定作業中の「経済産業省新型インフルエ

ンザ業務継続計画」については、11月中に完成する。 



平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 １ 日 

新型インフルエンザ対策本部 

 

基本的対処方針 

 

政府においては、新型インフルエンザの発生は、国家

の危機管理上重大な課題であるとの認識の下、その対策

に総力を挙げて取り組んでいるところである。 

今回の新型インフルエンザ（A/H1N1）については、既

に本格的な流行期に入っており、引き続き感染が拡大し

ている。8月 15 日には、国内初の新型インフルエンザ確

定患者が亡くなられた。今後、国内で感染者数が大幅に

増大するにつれて、さらに重症例、死亡例が発生する事

態に備え、必要な対策を実施していく。 

今回の新型インフルエンザは、 

① 感染力は強いが、多くの感染者は軽症のまま回復

していること、 

② 抗インフルエンザウイルス薬による治療が有効で

あること等、 

季節性インフルエンザと類似する点が多い。 

他方、季節性インフルエンザとの最大の違いは、季節

性インフルエンザでは、高齢者が重篤化して死亡する例
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が多いのに対し、今回の新型インフルエンザでは、基礎

疾患（ぜんそく、糖尿病等）を有する者を中心として、

また現時点では数が少ないものの健常な若年者の一部に

おいても、重篤化し、死亡する例が見られることである。 

今回のウイルスの特徴を踏まえると、①国民生活や経

済への影響を最小限に抑えつつ、感染拡大を防ぐととも

に、②重症者や重篤化しやすい基礎疾患を有する者等を

守るという目標を掲げ、対策を講じることが適当である。 

国内で感染が拡大している中で、感染者の急激な増大

を可能な限り抑制し、社会活動の停滞や医療機関の負担

を可能な限り減らし、重症者への医療を確保するため、

国、地方公共団体、医療機関、事業者や関係団体、国民

がそれぞれの役割の下に、的確な対応を行っていく必要

がある。 

政府としては、地方公共団体、医療機関、事業者や関

係団体と連携・協力し、国民の協力を得ながら、当面、

次の措置を講ずることとする。 

一．国内外の情報収集と国民への迅速かつ的確な情報提

供を行う。 

（一）国際的な連携を密にし、ＷＨＯや外国の対応状況 

  等に関する情報収集に努力する。 
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（二）国内の感染状況について、サーベイランス事業等

を有効に活用し、その動向を適切に把握するととも

に、国民に迅速かつ的確な情報提供を行う。 

（三）感染防止策や発症した場合の医療機関への受診方

法等流行に備えて各人が行うべきことを国民に周知

し、広く注意喚起を行う。 

二．地域や職場における感染拡大を防止するため、次の

措置を講ずる。 

（一）外出に当たっては、人混みをなるべく避けるとと

もに、手洗い、うがい等を呼びかける。咳等の症状

のある者には、感染拡大を防ぐために、なるべく外

出を避けるとともに、咳エチケットの徹底、混み合

った場所でのマスク着用を呼びかける。 

（二）事業者や学校に対し、時差通勤・時差通学、自転

車通勤・通学等の容認、発熱者に休暇取得を促すこ

と等、従業員や児童・生徒等の感染機会を減らすた

めの工夫を検討するよう要請する。 

（三）集会、スポーツ大会等については、主催者に対し、

感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請す

る。 

（四）学校・保育施設等の臨時休業の要請については、
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学校・保育施設等で患者が発生した場合等において、

都道府県等は、当該学校・保育施設等の設置者等に

対し、必要に応じ臨時休業を要請することとし、そ

の詳細については、厚生労働大臣が別途運用指針を

定める。（「医療の確保、検疫、学校・保育施設等

の臨時休業の要請等に関する運用指針」参照。） 

（五）事業者に対しては、事業運営において感染機会を

減らすための工夫を検討するよう要請する。 

三．感染拡大を防止し、基礎疾患を有する者等を守り、

患者に対する適切な医療を提供するため、次の措置を

講ずる。 

（一）重症者の救命を最優先とし、発生動向に応じた外

来診療体制の整備や重症患者の増加に対応できる病

床を確保するよう、関係機関に医療体制の整備を要

請し、支援を行う。 

（二）ワクチンの確保、接種等については別途方針を定

める。（「新型インフルエンザ（A/H1N1）ワクチン

接種の基本方針」を参照。） 

（三）抗インフルエンザウイルス薬、検査薬、マスク等

の円滑な供給を関連事業者に要請する。 

（四）医療の確保については、上記（一）を踏まえ、そ
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の詳細については、厚生労働大臣が別途運用指針を

定める。（「医療の確保、検疫、学校・保育施設等

の臨時休業の要請等に関する運用指針」参照。） 

四．患者が急増した地域等における国民生活の維持を図

る。 

（一）電気・ガス・水道、食料品・生活必需品等の事業

者に対する供給体制の確認や事業継続に向けた注意

喚起を行う。 

（二）従業員の子ども等が通う保育施設等が臨時休業に

なった場合における当該従業員の勤務について、事

業者に対し、配慮を行うよう要請する。また、医療

従事者等の子ども等が通う保育施設等が臨時休業と

なった場合、保育等を確保するための方策を講ずる。 

（三）在宅の障害者や高齢者等について、必要に応じ状

況を踏まえて支援を行う。 

五．水際対策として次の措置を講ずる。 

（一）検疫については、入国者に対する感染防止や発症

した際の医療機関への受診を引き続き周知徹底する

こととし、その詳細については、厚生労働大臣が別

途運用指針を定める。（「医療の確保、検疫、学校・

保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」
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参照。） 

（二）海外発生国の状況に応じた感染症危険情報を適宜

発出するとともに、海外発生国の在外邦人に対する

支援を行う。 

六．必要に応じ、次の措置を講ずる。 

（一）食料品・生活必需品等の購入に当たっての消費者

の適切な行動を呼びかける。 

（二）社会混乱に乗じた各種犯罪の取締り等治安の維持

に当たる。 

（三）国連及びＷＨＯの要請を受けて、途上国における

新型インフルエンザ対策に対する支援を行う。 
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平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 １ 日 

新型インフルエンザ対策本部 

 

新型インフルエンザ（A/H1N1）ワクチン接種の基本方針 

 

 

１．目的 
 死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと及びそのために必

要な医療を確保することを目的とする。 

 

 

２．各事業実施主体の役割 
（１）国は、新型インフルエンザ（A/H1N1）ワクチン（以下「ワクチン」

という。）の生産量に限りがある中で、臨時応急的かつ一元的にワク

チンを確保するとともに、接種の優先順位を設定する。また、ワク

チン接種を行う医療機関と委託契約を締結し、希望者に対してワク

チンの接種を実施する。このように、今回の事業は、地方自治体と

の役割分担のもと、国が主体となって行うものである。 

 

（２）都道府県は、国が示す標準的な実施時期等を参酌し、具体的な接

種スケジュールを設定するとともに、医療機関の在庫状況等を把握

して、ワクチンの円滑な流通を確保する。 

 

（３）市町村は、ワクチン接種を行う医療機関（受託医療機関）を確保

するとともに、住民に対し、接種時期、受託医療機関等を周知する。

また、ワクチン接種に係る費用負担について、国及び都道府県によ

る財政支援のもと、必要に応じ低所得者の負担軽減措置を講じる。 

 

（４）受託医療機関は、国と委託契約を締結し、窓口で対象者の確認を

行い、優先順位に従って希望者に対してワクチンを接種するととも

に、市町村及び都道府県を通じて、必要な報告を行う。 

 

 

３．優先的に接種する対象者 
（１）当面、確保できるワクチンの量に限りがあり、その供給も順次行

われていく見通しであることから、死亡者や重症者の発生をできる

限り減らすこと及びそのために必要な医療を確保することという目
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的に照らし、 

① インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者（救急隊

員を含む） 

② 妊婦及び基礎疾患を有する者（この中でも、１歳～小学校低学

年に相当する年齢の者の接種を優先） 

③ １歳～小学校低学年に相当する年齢の者 

④ １歳未満の小児の保護者及び優先接種対象者のうち身体上の

理由により予防接種が受けられない者の保護者等 

の順に優先的に接種を開始する。 

 

（２）さらに、小学校高学年、中学生、高校生に相当する年齢の者及び

65歳以上の高齢者についても、優先的に接種する。 

 

（３）なお、優先的に接種する者以外の者に対する接種については、優

先的に接種する者への接種事業の状況等を踏まえ、対応することと

する。 

 

 

４．ワクチンの確保 
（１）今後の感染の拡大やウイルスの変異等の可能性を踏まえると、上

記の優先的に接種する者以外における重症例の発生があり得るため、

健康危機管理の観点から、国内産に加えて、海外企業から緊急に輸

入することを決定し、ワクチンを確保する。 

 

（２）国は、３．の接種対象者に順次必要なワクチンを供給できるよう

にするため、今年度末までに、国内産ワクチン２，７００万人分程

度を確保するとともに、海外企業から５，０００万人分程度を輸入

することとし、既存の新型インフルエンザ対策予算を活用した上で

予備費を使用し、これらのワクチンを購入する。 

 

（３）輸入ワクチンの確保のため、今回の輸入ワクチンの使用等に伴い

生じる健康被害等に関して製造販売業者に生じた損失等について国

が補償することができるよう、速やかに立法措置を講じる。 

 

 

５．接種の実施 
（１）国は、受託医療機関との間で、予防接種に関する委託契約を締結

する。 
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（２）受託医療機関は、国との委託契約に基づき、卸売業者からワクチ

ンを購入し、優先接種順位に従い、優先接種対象者であることを確

認のうえ、原則として予約制により接種を実施する。 

 

（３）市町村は、都道府県と連携し、地域の実情に応じて、受託医療機

関に要請し、保健センター、保健所等を活用して接種の機会を確保

する。 

 

 

６．費用負担 
（１）今回のワクチンの接種については、その目的に照らし、国は、予

防接種法の定期接種に準じて、受託医療機関を通じてワクチンの接

種を受けた者又はその保護者から、実費相当額（ワクチン代、輸送

費及び接種に要する費用。原則として全国一律の額）を徴収する。 

 

（２）優先的に接種する者のうち低所得者の費用負担については、予防

接種法の定期接種に準じて、市町村民税非課税世帯を念頭に、市町

村がその費用を助成する措置を講じる。その際、当該措置に要する

財源の１／２を国が、１／４を都道府県が補助する。 

 

 

７．ワクチンの安全性及び有効性の確保と健康被害の救済 
（１）今回、接種に用いようとするワクチンについては、今回の新型イ

ンフルエンザに対して初めて製造されたものであり、安全性や有効

性に関しては十分に検証されていないことから、今後もデータの収

集、分析を行うなど、十分に安全性や有効性の確保に努めるととも

に、その安全性や有効性について、医療関係者、国民等に幅広く情

報提供する。 

 

（２）ワクチンによる重篤な副反応について、受託医療機関等からの報

告など国が迅速に情報を把握するとともに、当該情報を専門家によ

り評価する仕組みを構築し、速やかに対応する。 

 

（３）今回のワクチン接種に伴い健康被害が生じた場合の救済について

は、現行の予防接種法に基づく季節性インフルエンザの定期接種に

関する措置を踏まえて必要な救済措置を講じることができるよう検
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討を行い、速やかに立法措置を講じる。 

 

 

８．広報 
（１）国は、接種事業の趣旨、内容、ワクチンの安全性や有効性に関す

る知見等について周知する。 

 

（２）都道府県は、新型インフルエンザについて既に設置している相談

窓口等の充実を図る。 

 

（３）市町村は、都道府県と連携し、住民に対し、接種が受けられる時

期、受託医療機関等を周知する。 

 

 

９．今後の検討等 
（１）今回の新型インフルエンザワクチンに関しては、今後、新たな知

見等が得られた段階で、適宜、これを見直していくものとする。 

 

（２）国は、今回の臨時応急の対策を踏まえ、新型インフルエンザの予

防接種の位置づけ等について専門的見地から検討を行い、その結果

に基づき、必要に応じ立法措置を講ずる。 

 

（３）国は、今後、国産ワクチンによりインフルエンザワクチンの供給

が確保されるよう、国内生産体制の充実等を図るものとする。 

 

 
 
 
 


